
平成３０年１１月２７日

法 務 省 人 権擁 護 局

平成３０年度「人権擁護功労賞」表彰

趣 旨 人権擁護委員の活動等を通じて，関わりのある企業やＮＰＯ法人等

の団体及び個人の中から，人権擁護上顕著な功績があったと認められ

た者に対して，法務大臣又は全国人権擁護委員連合会会長が表彰を行

うものである。

当該表彰には，法務大臣表彰及び全国人権擁護委員連合会会長表

彰があり，表彰の方法は，表彰状又は感謝状を授与して行う。

なお，平成２７年度からは，人権擁護功労賞特別賞（ユニバーサル

社会賞）として，人権擁護委員の活動等への関わりの有無にかかわら

ず，共生社会（ユニバーサル社会）の実現に向けた人権擁護活動にお

いて顕著な功績があった団体等に法務大臣表彰状を授与している。

沿 革 平成１８年度に本表彰制度を創設し，平成１９年度に初めて表彰を

人権擁護功労賞特別行い，本年度が１２回目の表彰である。また，

賞（ユニバーサル社会賞）については，本年度が４回目の表彰であ

る。

選考方法等 法務局長・地方法務局長及び都道府県人権擁護委員連合会会長が，

， ，人権擁護功労賞にふさわしいと認めた団体等を推薦し これを受けて

人権擁護局長及び全国人権擁護委員連合会会長が選考委員会の審査に

付する。

選考委員会の選考結果を踏まえ，法務大臣及び全国人権擁護委員連

合会会長が表彰する。

なお，受賞団体等は，以下の功績があった団体等とする。

１ 人権擁護功労賞

(1) 人権侵害の被害の救済及び予防において顕著な功績があった団

体等

(2) 人権尊重思想の普及及び高揚において顕著な功績があった団体

等

(3) 人権に関する調査及び研究等において顕著な功績があった団体

等

(4) 法務省の人権擁護機関が行う人権擁護活動への支援及び協力に

おいて顕著な功績があった団体等

(5) その他人権擁護活動において顕著な功績のあった団体等

２ 人権擁護功労賞特別賞（ユニバーサル社会賞）

前項各号の一に該当する団体等のうち，共生社会（ユニバーサル

社会）の実現に向けた人権擁護活動において顕著な功績があった団

体等
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選 考 委 員 法務省人権擁護局長

法務省人権擁護局総務課長

全国人権擁護委員連合会理事（２名）

公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長

公益財団法人人権擁護協力会代表理事

受 賞 団 体（別紙２参照）

法務大臣表彰状 ３団体

法務大臣表彰状（ユニバーサル社会賞）２個人

全国人権擁護委員連合会会長表彰状 ２団体

法務大臣感謝状 ２団体

全国人権擁護委員連合会会長感謝状 ４団体

なお，表彰状等の伝達については，１２月１日（土）に開催される

「世界人権宣言・人権擁護委員制度７０周年記念シンポジウム」にお

いて執り行う。
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